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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられている薄膜トランジスタであって、
　前記基板上に形成され、結晶端領域と少なくとも１つの核生成領域が規定され、前記核
生成領域では第１の横幅を有するとともに前記結晶端領域では第２の横幅を有し、前記第
１の横幅は前記第２の横幅よりも狭く、結晶粒子の成長方向が前記核生成領域から前記結
晶端領域に向かう構造を有するチャネル層と、
　前記基板上に形成され、前記チャネル層を取り囲んでおり、広幅部分と狭幅部分を備え
、前記広幅部分が前記結晶端領域に隣接するとともに前記狭幅部分が前記核生成領域に隣
接し、前記チャネル層との間に間隙を形成する少なくとも１つの温度勾配誘導体と、
　前記基板上に形成されているとともに前記チャネル層を覆っているゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上に形成されているゲート電極と、
　前記ゲート絶縁層上に形成されているとともに前記ゲート電極を覆っている第１の中間
絶縁層と、
　前記第１の中間絶縁層上に形成されているとともに前記ゲート絶縁層と前記第１の中間
絶縁層を貫通して前記チャネル層に電気的に接続しているソース電極およびドレイン電極
と、
　を備える薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記チャネル層は、多結晶シリコンおよび単結晶シリコンの少なくとも一方から形成さ
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れていることを特徴とする請求項１の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記チャネル層は、水滴の形状、三角形状、扇形状、台形形状、王冠形状のいずれかで
あることを特徴とする請求項１又は２の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記温度勾配誘導体と前記チャネル層との間の間隙では、前記広幅部分における前記間
隙の距離は、前記狭幅部分における前記間隙の距離よりも、短くなっていることを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記温度勾配誘導体の前記狭幅部分に、鋸歯状の縁部が形成されていることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか一項の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記第１の中間絶縁層上に形成されており、前記ゲート絶縁層および前記第１の中間絶
縁層を貫通して前記チャネル層と電気的に接続しているソース電極およびドレイン電極と
、
　前記第１の中間絶縁層上に配設されており、前記ソース電極と前記ドレイン電極を覆っ
ており、コンタクトホールが形成されている第２の中間絶縁層と、
　前記第２の中間絶縁層上に形成されており、前記コンタクトホールに蒸着されている画
素電極と、
　が付加されている請求項１から５のいずれか一項の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　薄膜トランジスタを製造する方法であって、
　基板上に初期チャネル層を形成する工程と、
　前記初期チャネル層にパターン形成を行うことによって、有形チャネル層と少なくとも
１つの温度勾配誘導体を形成する工程と、
　前記有形チャネル層と前記温度勾配誘導体をアニールする工程と、
　前記基板上に、前記有形チャネル層と前記温度勾配誘導体を覆うゲート絶縁層を形成す
る工程と、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極を形成する工程と、
　前記有形チャネル層に、Ｐ型イオン（Ｐ－）およびＮ型イオン（Ｎ＋）の少なくとも一
方をイオン注入することによって、ソース領域と中間領域とドレイン領域を形成する工程
と、
　前記ゲート絶縁層上に、前記ゲート電極を覆う第１の中間絶縁層を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁層と前記第１の中間絶縁層を貫通する２つのコンタクトホールを形成す
ることによって、前記ソース領域と前記ドレイン領域を露出させる工程と、
　前記第１の中間絶縁層上に、前記２つのコンタクトホールの少なくとも一部を充填する
ソース電極とドレイン電極を形成する工程とを備え、
　前記有形チャネル層は、結晶端領域と核生成領域が規定され、前記核生成領域で第１の
横幅を有するとともに前記結晶端領域で第２の横幅を有し、前記第１の横幅が前記第２の
横幅よりも狭いものであり、
　前記温度勾配誘導体は、前記有形チャネル層の周囲の少なくとも一部に隣接し、前記有
形チャネル層の前記結晶端領域に対応して位置する広幅部分および前記核生成領域に対応
して位置する狭幅部分を備え、前記有形チャネル層との間に間隙を形成するものであり、
　前記アニールする工程では、前記有形チャネル層における結晶粒子の成長が、前記核生
成領域から前記結晶端領域に向けて進むことを特徴とする製造方法。
【請求項８】
　前記有形チャネル層の前記狭幅部分は尖部を備えており、
　前記有形チャネル層における結晶粒子の成長は、前記核生成領域で開始し、前記核生成
領域から前記結晶端領域に向けて進むことを特徴とする請求項７の製造方法。
【請求項９】
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　前記第１の中間絶縁層上に、前記ソース電極と前記ドレイン電極を覆う第２の中間絶縁
層を形成する工程と、
　前記第２の中間絶縁層に、コンタクトホールを形成する工程と、
　前記第２の中間絶縁層上および前記コンタクトホール内に画素電極を形成する工程と、
　が付加されている請求項７の製造方法。
【請求項１０】
　薄膜トランジスタであって、
　基板と、
　前記基板上に形成され、核生成領域と結晶端領域が規定され、前記核生成領域では第１
の横幅を有するとともに前記結晶端領域では第２の横幅を有し、前記第１の横幅が前記第
２の横幅よりも狭く、結晶粒子の成長方向が前記核生成領域から前記結晶端領域に向かう
構造を有するチャネル層と、
　前記基板上に形成され、広幅部分と狭幅部分を備え、前記広幅部分が前記結晶端領域に
隣接するとともに前記狭幅部分が前記核生成領域に隣接し、前記チャネル層との間に間隙
を形成して隣接している温度勾配誘導体と、
　を備える薄膜トランジスタ。
【請求項１１】
　前記チャネル層と前記温度勾配誘導体との間の間隙は、前記結晶端領域に隣接する位置
において第１の距離を有しているとともに前記核生成領域に隣接する位置において第２の
距離を有しており、
　前記第１の距離は、前記第２の距離よりも短いことを特徴とする請求項１０の薄膜トラ
ンジスタ。
【請求項１２】
　前記核生成領域は尖部を備えており、
　前記狭幅部分には、前記尖部に対応して位置している開口部が形成されていることを特
徴とする請求項１０の薄膜トランジスタ。
【請求項１３】
　液晶表示装置を製造する方法であって、
　基板を準備する工程と、
　前記基板上に初期チャネル層を形成する工程と、
　前記初期チャネル層の少なくとも一部を、有形チャネル層と、有形チャネル層に隣接す
る温度勾配誘導体に成形する工程と、
　前記有形チャネル層と前記温度勾配誘導体をアニールする工程とを備え、
　前記有形チャネル層は、第１の横幅を有する核生成領域と第２の横幅を有する結晶端領
域が規定され、前記第１の横幅は前記第２の横幅よりも狭いものであり、
　前記温度勾配誘導体は、前記有形チャネル層の前記結晶端領域に対応して位置する広幅
部分および前記核生成領域に対応して位置する狭幅部分を備え、前記有形チャネル層との
間に間隙を形成するものであり、
　前記アニールする工程では、前記有形チャネル層における結晶粒子の成長が、前記核生
成領域から前記結晶端領域に向けて進むことを特徴とする製造方法。
【請求項１４】
　前記温度勾配誘導体は、前記初期チャネル層の少なくとも一部を除去することによって
、前記初期チャネル層から形成することを特徴とする請求項１３の製造方法。
【請求項１５】
　前記温度勾配誘導体と前記有形チャネル層との間の間隙は、前記核生成領域に隣接する
位置において第１の距離であるとともに前記結晶端領域に隣接する位置において第２の距
離であり、前記第１の距離は前記第２の距離よりも長いことを特徴とする請求項１３又は
１４の製造方法。
【請求項１６】
　液晶表示装置であって、



(4) JP 5049467 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　第１の基板と、
　第２の基板と、
　第１の基板と第２の基板との間に挟持されている液晶層と、
　前記第２の基板上に形成され、核生成領域および結晶端領域を備え、前記核生成領域で
第１の横幅を有するとともに前記結晶端領域で第２の横幅を有し、前記第１の横幅は前記
第２の横幅よりも狭く、結晶粒子の成長方向が前記核生成領域から前記結晶端領域に向か
う構造を有するチャネル層と、
　前記第２の基板上に形成され、広幅部分と狭幅部分を備え、前記広幅部分が前記結晶端
領域に隣接するとともに前記狭幅部分が前記核生成領域に隣接し、前記チャネル層の周囲
に間隙を形成して隣接している温度勾配誘導体と、
　を備える液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記チャネル層と前記温度勾配誘導体との間の間隙は、前記結晶端領域に隣接する位置
において第１の距離を有しているとともに前記核生成領域に隣接する位置において第２の
距離を有しており、前記第１の距離は前記第２の距離よりも短いことを特徴とする請求項
１６の液晶表示装置。
【請求項１８】
　前記核生成領域は尖部を備えており、
　前記狭幅部分には、前記尖部に対応して位置する開口部が形成されていることを特徴と
する請求項１６又は１７の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタに関する。特に、有形のチャネル層と温度勾配誘導体とを
備える薄膜トランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　低電力消費型の液晶表示装置では、高いコントラストや高い応答速度等という高性能な
特性が得られることから、その駆動素子に薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）が利
用されている。低電力消費型の液晶表示装置は、主にパーソナルコンピュータ（ＰＣ）や
ポータブルテレビジョン（ＴＶ）等に使用されている。ＴＦＴの市場規模は著しく拡大し
ている。
　多くのＴＦＴでは、チャネル層用の半導体に、非晶質シリコン（以下、ａ－Ｓｉという
）や多結晶シリコン（以下、ｐ－Ｓｉという）を利用している。ａ－Ｓｉは、特定の結晶
方向を有しない複数のシリコン結晶粒子によって構成される高純度のシリコン物質である
。一方、ｐ－Ｓｉは、種々の結晶方向を有する複数の単結晶シリコン小粒子によって構成
される高純度のシリコン物質である。即ち、ｐ－Ｓｉは、単結晶シリコンとａ－Ｓｉの中
間の高純度なシリコンといえる。電子移動度については、ａ－Ｓｉよりもｐ－Ｓｉの方が
大きくなる。
【０００３】
　ａ－Ｓｉ層やｐ－Ｓｉ層の蒸着は、核を生成する工程と、結晶粒子を成長させる工程と
、結晶粒子群を凝集させる工程と、蒸着層を成長させる工程を備えている。具体的には、
シリコン層の蒸着方法では、下記のステップが含まれている。即ち、原子が引付けられる
ステップと、引付けられた原子が層表面に拡散するステップと、引付けられた原子が適当
な段階において凝集する工程と、それによって薄層が徐々に形成される工程と、その薄層
が成長する工程が含まれている。結晶粒子の成長や結晶粒子の凝集や蒸着層の成長は、表
面自由エネルギーによって左右される。表面自由エネルギーは、結晶粒子の成長に伴って
徐々に減少する。引付けられた原子のシリコン層表面における拡散は、その表面温度に依
存し、表面温度が高いときほど表面での拡散はより大きくなる。そのことから、表面温度
が低いときよりも表面温度が高いときほど、結晶粒子をより大きく成長させるために、引
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付けられた原子を理想的な位置へ凝集させることが容易となる。従って、結晶粒子径の大
きさと表面温度との間には正の相関が存在する。そして、結晶粒子径が大きいほど、電子
移動度は増加する。
【０００４】
　「半導体デバイスを製造する方法」という名称の特許文献１には、半導体装置を製造す
る方法が開示されており、その内容は本明細書に引用される。特許文献１の方法には、下
記の工程が含まれている。即ち、シリコンの結晶化を促進するための触媒金属元素を使用
し、非晶質シリコン層又は部分的に結晶質の非晶質シリコン層を結晶化することによって
、結晶質の第１のシリコン層を形成する工程と、Ｖ族元素を含有する第２のシリコン層を
、第１のシリコン層の全面に直接的に形成する工程と、第１のシリコン層と第２のシリコ
ン層に熱処理を施すことによって、触媒金属元素の少なくとも一部を第１のシリコン層か
ら第２のシリコン層へゲッターリングする工程と、触媒金属元素がゲッターリングされた
第２のシリコン層を除去する工程とが含まれる。しかしながら、この半導体装置では、チ
ャネル層用の半導体にａ－Ｓｉを利用しているので、電子移動度が低くなってしまう。
【特許文献１】米国特許第６，４３６，７４５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術では、チャネル層用の半導体にｐ－Ｓｉを利用している。図１ａと図
１ｂに示すように、ｐ－Ｓｉによる従来のチャネル層１４は、プラズマ化学気相成長法に
よって、基板１２上にｐ－Ｓｉ層１０を蒸着形成する工程と、フォトリソグラフィとエッ
チングによってｐ－Ｓｉ層１０にパターン形成を行う工程と、レーザアニール法によって
結晶化する工程によって形成される。一般に、ｐ－Ｓｉ層は長方形の形状をしており、表
面温度は全体的に均一に減少していく。そのことから、レーザアニール後において、熱エ
ネルギー保持することが容易でない。その結果、ｐ－Ｓｉ結晶粒子が１００マイクロメー
トルを超えて成長することは困難である。
　図１ａと図１ｂに示すような従来のチャネル層１４では、核生成がチャネル層１４の多
数箇所において生じることがある。核生成が多多数箇所において生じると、多くの結晶粒
子が形成されることとなり、結晶粒子のサイズは小さくなってしまう。多くの結晶粒子が
形成されることは、多くの粒子境界が存在することとなり、電子移動度を減少させてしま
うことになる。
　上記のことから、結晶粒子径が大きく、電子移動度が高い薄膜トランジスタが必要とさ
れている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ここで開示する技術は、薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタの製造方法に具現化す
ることができる。簡単に述べると、とりわけ物理的に具現化する場合には、以下に記載す
る薄膜トランジスタに具現化することができる。この薄膜トランジスタは、基板上に形成
されているチャネル層を備えている。チャネル層は、第１の横幅を有する核生成領域と、
および第２の横幅を有する結晶端領域とを備えている。第１の横幅は、第２の横幅よりも
狭い。この薄膜トランジスタは、基板上に形成されている温度勾配誘導体を備えている。
温度勾配誘導体は、チャネル層の周囲に隣接しており、温度勾配誘導体とチャネル層の間
には、間隙が形成されている。
【０００７】
　ここで開示する技術を具現化することによって、薄膜トランジスタの製造方法を提供す
ることもできる。その１つの製造方法は、基板を準備する工程と、初期チャネル層を基板
上に形成する工程と、初期チャネル層の少なくとも一部によって有形チャネル層を形成す
る工程と、少なくとも有形チャネル層をアニールする工程と、有形チャネル層に隣接する
温度勾配誘導体を形成する工程と、温度勾配誘導体によって有形チャネル層内に温度勾配
を誘導する工程を備えている。有形チャネル層は、第１の横幅を有する核生成領域と、第
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２の横幅を有する結晶端領域とを備える形状に形成する。
　この製造方法によると、温度勾配誘導体によって、有形チャネル層の核生成領域の方が
、結晶端領域よりも、熱をより速く放散する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　ここで開示する技術の目的、方法、特徴、利点は、下記する詳細な説明と図面を参照す
ることによって、当業者にとってより明らかになるものである。当業者にとって理解され
る他の目的、方法、特徴、利点の全ては、下記する説明に含まれているものであり、開示
する技術範囲に含まれているものであって、添付した特許請求の範囲によって保護される
べきものである。
【０００９】
　図２ａと図２ｂに、一実施形態である薄膜トランジスタ１００を示す。薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）１００は、液晶表示装置に用いる薄膜トランジスタに適用することができる
。ＴＦＴ１００は、チャネル層１１４と、温度勾配誘導体１１６を備えている。チャネル
層１１４は、特定の形状を有している。温度勾配誘導体１１６は、チャネル層１１４の特
定の形状に対して、ほぼ相補的な形状を有している。概していえば、温度勾配誘導体１１
６の相補的な形状とは、温度勾配誘導体１１６が、チャネル層１１４の周囲にほぼ隣接す
る形状といえる。実施形態の一例として、チャネル層１１４と温度勾配誘導体１１６は、
基板１１２上に形成することができる。また実施形態の一例として、温度勾配誘導体１１
６は、チャネル層１１４の周囲にほぼ隣接する多結晶シリコン層によって形成することが
できる。
　図２ｂに示すように、チャネル層１１４は水滴のような形状をしており、核生成領域１
１８と、核生成領域１１８の略反対側に位置している結晶端領域１２０を備えている。結
晶端領域１２０は、核生成領域１１８に比べて広い。核生成領域１１８は、核生成点１２
２を備えている。以下で詳細に説明するように、チャネル層では、アニール処理が施され
ることによって、核生成領域１１８の核生成点１２２又はその近傍において再結晶化が生
じる。その結晶粒子は、結晶端領域１２０に向けて成長する。チャネル層１１４は、例え
ば水滴形状や、三角形状や、扇形状や、台形状等に形成することができる。
【００１０】
　チャネル層１１４と温度勾配誘導体１１６との間には、不定距離間隙１２４が伸びてい
る。不定距離間隙１２４は、核生成点１２２にほぼ隣接する位置において、その間隙距離
が最大となっている。典型的には、不定距離間隙１２４、即ち、チャネル層１１４と温度
勾配誘導体１１６との間の距離は、核生成点１２２から離されている位置ほど、短くなっ
ている。実施形態の一例として、温度勾配誘導体１１６に、開口部１２６を形成すること
ができる。その開口部１２６は、核生成点１２２が開口部１２６に向けて位置するように
、核生成点１２２の位置に対応させて形成することができる。
　チャネル層１１４は、ソース領域１２８と、中間領域１３０と、ドレイン領域１３２を
備えている。さらに、ＴＦＴ１００は、ゲート絶縁層１３４と、ゲート電極１３６と、第
１の中間絶縁層１３８と、ソース電極１４０と、ドレイン電極１４２を備えている。ゲー
ト絶縁層１３４は、基板１１２上に形成されており、チャネル層１１４と温度勾配誘導体
１１６を覆っている。ゲート電極１３６は、ゲート絶縁層１３４上に形成されている。第
１の中間絶縁層１３８は、ゲート絶縁層１３４上に形成されており、ゲート電極１３６を
覆っている。ソース電極１４０とドレイン電極１４２は、第１の中間絶縁層１３８上に形
成されているとともに、ゲート絶縁層１３４を貫通してソース領域１２８とドレイン領域
１３２へそれぞれ電気的に接続している。本実施形態においては、温度勾配誘導体１１６
が単一であることに限定されない。複数の温度勾配誘導体を形成することが可能であるこ
とは、いわゆる当業者にとって明らかである。
【００１１】
　図３から図９に、薄膜トランジスタ１００を製造する代表的な方法を示す。
　図３に示すように、プラズマ化学気相成長工程によって、高い反応温度、例えば、略５
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７５℃～６５０℃により、初期チャネル層１１０を基板１１２上に蒸着形成する。プラズ
マ化学気相成長工程では、プラズマによって、気体分子が原子やイオンや原子群に分解さ
れる。
　図４ａに示すように、フォトリソグラフィとエッチング工程によって、初期チャネル層
１１０にパターン形成を行い、チャネル層１１４と温度勾配誘導体１１６とチャネル層１
１４および温度勾配誘導体１１６との間に位置する不定距離間隙１２４を形成する。チャ
ネル層１１４では、核生成領域１１８と結晶端領域１２０が規定されている。結晶端領域
１２０は、核生成領域１１８の核生成点１２２に対して略反対側に位置している。
　チャネル層１１４の形状は、水滴形状（図４ｂに示される）や、三角形状（図４ｃに示
される）や、扇形状（図４ｄに示される）や、台形形状（図４ｅに示される）等とするこ
とができる。説明を明瞭にするために、ここでは水滴形状に形成する実施形態について詳
細に説明する。
【００１２】
　図４ｂに示すように、温度勾配誘導体１１６は、チャネル層１１４の周囲にほぼ隣接し
ている。温度勾配誘導体１１６は、広幅部分１４４と狭幅部分１４６を有している。狭幅
部分１４６には、開口部１２６が形成されている。狭幅部分１４６は核生成領域１１８に
隣接しており、広幅部分１４４は結晶端領域１２０に隣接している。
　典型的には、初期チャネル層１１０の一部を除去し、基板層１１２に向けて下方へと伸
びる間隙１２４を形成することによって、チャネル層１１４が温度勾配誘導体１１６から
独立し、チャネル層１１４が温度勾配誘導体１１６に接続することがないようになってい
る。不定距離間隙１２４では、温度勾配誘導体１１６の広幅部分１４４とチャネル層１１
４の結晶端領域１２０との間において第１間隙距離１２４ａを有しており、温度勾配誘導
体１１６の狭幅部分１４６とチャネル層１１４の核生成領域１１８との間において第２間
隙距離１２４ｂを有している。第１間隙距離１２４ａは、第２間隙距離１２４ｂよりも短
く設定されている。
【００１３】
　当業者にとって明らかなように、第１間隙距離１２４ａと第２間隙距離１２４ｂとが相
違することや、温度勾配誘導体１１６の形状等に起因して、結晶端領域１２０における放
熱速度は、核生成領域１１８における放熱速度よりも遅くなる。単位体積当たりの表面積
が大きい領域の方が、単位体積当たりの表面積が小さい領域よりも放熱速度が速いことか
ら、温度勾配誘導体１１６の広幅部分１４４によって吸収された熱は、温度勾配誘導体１
１６の狭幅部分によって吸収された熱よりも、放熱される速度が遅くなる。従って、温度
勾配誘導体の広幅部分１４４では、その形状に起因して、温度勾配誘導体の狭幅部分１４
６よりも放熱量が少なくなる。その結果、結晶端領域１２０が核生成領域１１８よりも広
いことや、第１間隙距離１２４ａが第２間隙距離１２４ｂよりも短いことから、核生成領
域１１８では結晶端領域１２０よりも放熱速度が速くなる。図１ｂに示すチャネル層１４
に対して、チャネル層１１４では、核生成領域１１８の核生成点１２２から結晶端領域１
２０に亘って、大きな温度勾配を持つこととなる。
【００１４】
　一般的に、チャネル層１１４における温度勾配によって、結晶粒子の成長は、核生成領
域１１８の核生成点１２２において開始され、次いでチャネル層１１４の結晶端領域１２
０に向けて進んでいく。即ち、結晶粒子の成長は、チャネル層１１４の一端側に位置する
核生成点１２２において開始され、他端側に位置する結晶端領域１２０に向けて進む。結
晶粒子の成長は、別の核生成点から成長した他の結晶粒子に衝突して妨害されることがな
い。それにより、結晶端領域１２０における結晶粒子は、従来のチャネル１４（図１ａと
図１ｂを参照）における結晶粒子よりも大きく成長することができる。結晶端領域１２０
において結晶粒子径が大きく成長することから、結晶端領域１２０における粒子の境界を
少なくすることができ、チャネル層１１４における電子移動度を、従来のチャネル層１４
よりも大きくすることができる。
【００１５】
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　図４ｆに示すように、別の実施形態では、チャネル層１１４の周囲に温度勾配誘導体１
１６がほぼ隣接しているとともに、その誘導体の周囲に第２の温度勾配誘導体１１６′が
ほぼ隣接している構成とすることもできる。第２の温度勾配誘導体１１６′は、温度勾配
誘導体１１６の結晶端領域１２０に対する熱容量を効果的に増大する。それにより、チャ
ネル層１１４において、核生成領域１１８の核生成点１２２と結晶端領域１２０との間に
おける温度勾配を増加させることができる。チャネル層１１４に、多結晶粒子、あるいは
単結晶粒子さえも形成することができる。
【００１６】
　図５ａと図５ｂに示すように、レーザアニール工程によって、チャネル層１１４と温度
勾配誘導体１１６にアニール処理を実施する。レーザアニール工程によるエネルギーは、
原子の振動を増大し、原子や分子の拡散を増大し、シリコン層において再配置される欠陥
を増加させる。それにより、チャネル層１１４では、欠陥数が減少される処理が行われる
こととなり、チャネル層を単結晶化することも可能となる。具体的には、いわゆる当業者
にとって周知のように、熱による放散は表面積と体積の関数である。狭幅部分１４６の体
積に対する表面積の比は、広幅部分１４４の体積に対する表面積の比よりも大きいことか
ら、狭幅部分１４６における放熱速度は、広幅部分１４４における放熱速度よりも大きい
。その結果、温度勾配誘導体１１６がアニールされた後に、狭幅部分１４６の方が広幅部
分１４４よりも速く冷却していくので、温度勾配誘導体１１６において温度勾配が形成さ
れる。
　温度勾配誘導体１１６における温度勾配や、チャネル層１１４の形状や、不定距離間隙
１２４等によって、チャネル層１１４内に温度勾配が誘導される。具体的には、チャネル
層１１４の結晶領域１２０における温度は、核生成領域１１８の温度よりも高くなる。そ
れにより、チャネル層１１４における結晶成長は、核生成領域１１８の核生成点１２２か
ら結晶端領域１２０へ向けて進むこととなる。
【００１７】
　図５ｃに示すように、実施形態の一例として、温度勾配誘導体１１６の狭幅部分１４６
に、鋸歯状の縁部１４８を形成することができる。鋸歯状縁部１４８は、狭幅部分１４６
の体積に対する表面積の比を増加することから、狭幅部分１４６における放熱速度を増大
させることができ、温度勾配誘導体１１６における温度勾配を増大させることができる。
　図５ｄに示すように、実施形態の一例として、初期チャネル層１１０にパターン形成を
行うことによって、略王冠状のチャネル層１１４と、複数の温度勾配誘導体１１６ａ、１
１６ｂ、１１６ｃを形成することができる。王冠状のチャネル層１１４は、複数の核生成
領域１１８ａ、１１８ｂ、１１８ｃを備えており、それぞれに核生成点１２２ａ、１２２
ｂ、１２２ｃが規定される。温度勾配誘導体１１６ｂは、王冠状チャネル層１１４の形状
に対して相補的な形状をしており、核生成点１２２ａと核生成点１２２ｂとの間に位置し
ている。温度勾配誘導体１１６ｃは、王冠状チャネル層１１４の形状に対して相補的な形
状をしており、核生成点１２２ｂと核生成点１２２ｃとの間に位置している。特許文献１
の技術と比較すると、本開示技術による薄膜トランジスタの製造方法では、少ないレーザ
エネルギーを利用して、粒子径の大きい多結晶シリコン層を形成することができる。
【００１８】
　図６に示すように、基板１１２やチャネル層１１４や温度勾配誘導体１１６上に、ゲー
ト絶縁層１３４を形成する。また、ゲート絶縁層１３４上に第１の金属薄層１５０を形成
し、フォトリソグラフィおよび／又はエッチング工程によってパターン形成を行い、ゲー
ト電極１３６を形成する。
　図７に示すように、イオン注入工程によって、チャネル層１１４にＰ型イオン（Ｐ－）
又はＮ型イオン（Ｎ＋）をイオン注入し、ソース領域１２８、中間領域１３０、ドレイン
領域１３２を形成する。
　図８に示すように、第１の中間絶縁層１３８を、ゲート絶縁層１３４とゲート電極１３
６上に形成する。次いで、フォトリソグラフィとエッチング工程によって、２つのコンタ
クトホール１５２、１５４を、第１の中間絶縁層１３８とゲート絶縁層１３４に形成する
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。コンタクトホール１５２、１５４は、ソース領域１２８とドレイン領域１３２の一部を
露出する。
　図９に示すように、第１の中間絶縁層１３８上に、第２の金属薄層１５６を、２つのコ
ンタクトホール１５２、１５４を充填するように形成する。フォトリソグラフィとエッチ
ング工程によって第２の金属薄層１５６にパターン形成を行い、ソース電極１４０とドレ
イン電極１４２を形成する。
　チャネル層１１４は、いくつかの実施形態において、結晶粒子径の大きい多結晶シリコ
ン層や、単結晶シリコン層で形成することができる。それにより、チャネル層１１４は高
い電子移動度を有することができる。
【００１９】
　図１０は、他の実施形態である薄膜トランジスタ基板２００を示している。図１０に示
すように、薄膜トランジスタ基板２００では、第２の中間絶縁層１５８が、第１の中間絶
縁層１３８やソース電極１４０やドレイン電極１４２上に形成されている。コンタクトホ
ール１６０は、フォトリソグラフィとエッチング工程によって、第２の中間絶縁層１５８
に形成されている。コンタクトホール１６０は、第２の中間絶縁層１５８を貫通して伸び
ており、ドレイン電極１４２の一部を露出している。
　第２の中間絶縁層１５８上とコンタクトホール１６０内に、透明導電性薄膜１６２が形
成されている。透明導電性薄膜１６２は、ドレイン電極１４２と電気的に接続している。
透明導電性薄膜１６２は、フォトリソグラフィとエッチング工程によって、パターン形成
される。透明導電性薄膜１６２を、対応する薄膜トランジスタ１００に電気的に接続する
ことによって、本開示技術による薄膜トランジスタ基板２００を形成することができる。
【００２０】
　図１１に示すように、本開示技術による液晶表示装置（ＬＣＤ）は、好ましくは、第１
の基板２０２と、第２の基板２００との間に挟持されている液晶層２０４を備えている薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）ＬＣＤである。本開示技術による第１の基板２０２は、カラー
フィルタ（ＣＦ）基板である。一方、第２の基板２００は、上述の薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）基板である。通常、基板間にセルギャップを形成するために、基板間にスペーサが
形成されている。薄膜トランジスタ１００や、上述の薄膜トランジスタ基板を備える液晶
表示装置を提供できることは、当業者によって明らかである。
【００２１】
　以上、本開示技術の好ましい実施形態に関して説明したが、本開示技術を限界するもの
ではない。本開示技術の技術思想と特許請求の範囲から逸脱することなく、他の多くの変
更、変形した形態を具現化することが可能であることは、当業者にとって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１ａ】従来技術による薄膜トランジスタの多結晶シリコン層の断面概略図である。
【図１ｂ】従来技術による薄膜トランジスタの多結晶シリコン層の平面概略図である。
【図２ａ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの断面概略図である。
【図２ｂ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの平面概略図である。
【図３】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図で
ある。
【図４ａ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図
である。
【図４ｂ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図４ｃ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図４ｄ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図４ｅ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
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である。
【図４ｆ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図５ａ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図
である。
【図５ｂ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図５ｃ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図５ｄ】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す平面概略図
である。
【図６】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図で
ある。
【図７】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図で
ある。
【図８】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタの製造方法を示す断面概略図で
ある。
【図９】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタ基板の断面概略図である。
【図１０】本開示技術の一実施形態である薄膜トランジスタ基板の断面概略図である。
【図１１】本開示技術の一実施形態である液晶表示装置の一部断面概略図である。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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